
内
閣
衆
質
一
五
九
第
八
三
号

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
井
上
和
雄
君
提
出
年
金
の
広
報
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日
受
領

答

弁

第

八

三

号



衆
議
院
議
員
井
上
和
雄
君
提
出
年
金
の
広
報
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

第
一
の
一
に
つ
い
て

平
成
十
四
年
度
に
社
会
保
険
庁
が
作
成
し
た
年
金
教
育
用
Ｃ
Ｄ－

Ｒ
Ｏ
Ｍ
の
作
成
費
は
四
千
二
百
十
二
万
五
千
七
百
四
十

八
円
で
あ
り
、
そ
の
作
成
枚
数
は
十
一
万
六
千
枚
で
あ
る
。

ま
た
、
社
団
法
人
日
本
国
民
年
金
協
会
が
当
該
作
成
に
係
る
業
務
を
委
託
し
た
業
者
は
年
友
企
画
株
式
会
社
で
あ
り
、
同

協
会
か
ら
同
社
へ
の
支
払
金
額
を
聴
取
し
た
と
こ
ろ
、
三
千
七
百
七
万
五
千
五
百
円
と
の
こ
と
で
あ
る
。

社
会
保
険
庁
は
、
年
金
教
育
用
Ｃ
Ｄ－

Ｒ
Ｏ
Ｍ
の
作
成
に
当
た
り
、
公
的
年
金
が
現
役
世
代
が
納
付
す
る
保
険
料
を
基
本

に
し
て
給
付
に
必
要
な
費
用
を
賄
う
世
代
間
扶
養
の
仕
組
み
で
運
営
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
若
年
者
の
理
解
を
深
め
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
、
中
学
生
及
び
高
校
生
に
対
す
る
広
報
に
資
す
る
内
容
と
す
る
よ
う
、
同
協
会
に
対
し
て
指
導

を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
一
の
二
に
つ
い
て

社
団
法
人
日
本
国
民
年
金
協
会
に
よ
る
年
金
教
育
用
Ｃ
Ｄ－

Ｒ
Ｏ
Ｍ
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
社
会
保
険
庁
の
職
員
が
そ

の
業
務
と
し
て
指
導
及
び
監
修
を
行
っ
て
い
る
が
、
報
酬
は
受
け
取
っ
て
い
な
い
。

一



第
二
に
つ
い
て

平
成
十
四
年
度
に
社
会
保
険
庁
本
庁
に
お
い
て
実
施
し
た
年
金
の
広
報
に
要
し
た
費
用
の
金
額
は
、
十
億
八
千
五
百
四
十

六
万
八
千
八
十
三
円
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
広
報
に
係
る
運
送
料
を
支
払
っ
た
運
送
会
社
、
運
送
し
た
印
刷
物
及
び
支
払
金

額
は
、
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
運
送
に
要
し
た
費
用
は
、
全
国
の
地
方
社
会
保
険
事
務
局
及
び
社
会
保
険
事
務
所

（
地
方
社
会
保
険
事
務
局
事
務
所
を
含
む
。
）
に
同
表
に
示
し
た
多
く
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
を
発
送
す
る
た
め
に
必
要
な
金

額
で
あ
っ
た
。

第
三
の
一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
社
会
保
険
六
法
平
成
十
五
年
版
を
社
会
保
険
庁
が
購
入
し
た
数
は
一
万
二
千
五
百
五
十
冊
で
あ
り
、
そ
の
購
入

額
は
一
億
千
二
百
万
八
千
七
百
五
十
円
で
あ
る
。
そ
の
購
入
に
要
す
る
費
用
は
厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、
そ
の
財
源
の

一
部
に
は
厚
生
保
険
特
別
会
計
法
（
昭
和
十
九
年
法
律
第
十
号
）
第
六
条
、
附
則
第
十
八
条
ノ
六
ノ
二
等
の
規
定
に
基
づ
き

年
金
保
険
料
を
充
て
て
い
る
。

第
三
の
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
社
会
保
険
六
法
平
成
十
五
年
版
の
作
成
に
厚
生
労
働
省
及
び
社
会
保
険
庁
の
職
員
が
報
酬
を
受
け
て
か
か
わ
っ

二



て
い
た
事
例
を
厚
生
労
働
省
及
び
社
会
保
険
庁
に
お
い
て
把
握
し
た
限
り
で
は
、
お
尋
ね
の
社
会
保
険
六
法
平
成
十
五
年
版

の
作
成
に
か
か
わ
る
行
為
は
、
勤
務
時
間
外
に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
百
二
十
号
）
第
百
四
条
又
は
国
家
公
務
員
倫
理
規
程
（
平
成
十
二
年
政
令
第
百
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
反
す

る
も
の
も
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
職
員
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
政
府
が
把
握
す
べ
き
立
場
に
な
い

こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
の
事
項
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

第
四
に
つ
い
て

年
金
の
広
報
に
つ
い
て
は
、
世
代
間
扶
養
の
理
念
に
つ
い
て
若
年
者
が
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
始
め
、
国
民
の
一
人
一
人

が
年
金
を
身
近
で
大
切
な
も
の
と
し
て
考
え
、
公
的
年
金
制
度
の
意
義
や
役
割
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
重
要
な
も
の
と

考
え
て
お
り
、
今
後
と
も
適
正
か
つ
効
率
的
な
広
報
の
実
施
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

三



四


